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ｉＰＳ細胞の研究・事業化を加速する総合的支援体制を構築する

京
都
大
学

京
都
大
学

知財管理・
活用会社

Ａ社（創薬）

資
金
拠
出
者

資
金
拠
出
者

実施権等

実施料

出資

配当

Ｂ社（再生医療）

実施権の提供

設立当初(2008.7)

各
大
学
・
研
究
機
関
・
他

各
大
学
・
研
究
機
関
・
他

知財管理・活用会社

Ａ社（創薬）

資
金
拠
出
者
（
複
数
）

資
金
拠
出
者
（
複
数
）

実施権等

実施料

出資

配当

Ｂ社（再生医療）

実施権の提供

その他事業化支援

近未来体制（オールジャパン）

大
学
等

企
業

新規参加

新規参入
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ｉＰＳ細胞関連のライセンスの集中管理により、企業等の有する知財

等と円滑に組み合わせて事業化を加速

京都大学中心の体制から、オールジャパン体制への早期の移行

総合プロデュース機能

１事業化



先端医療分野における特許保護の在り方を検討する
（ｉPS細胞関連技術を含む）

＜医療分野における特許保護の現状＞

医師の行為に係る技術
（手術、治療、診断方法）

医師以外が実施可能な技術

特許の対象外現在の特許保護対象

（※）2003年8月特許審査基準改訂
2005年4月特許審査基準改訂により、医療機器及び医薬関連の発明の保護も拡大

（参考）

欧州： ＥＰＣ（欧州特許条約）において、医療方法は特許の対象外と規定

米国： 医療方法も特許対象。ただし、医師の特許侵害（バイオテクノロジー等を除く）には免責規定あり

二つの要請のバランスに立って最適な制度の在り方を追求
・ iPS細胞を始めとする先端医療技術の発展を図る
・国民の生命や健康に直結する医療の特質・公共の利益への十分な配慮

２

＜再生医療分野の例＞
例）培養皮膚シートの人体への移植方法例）培養皮膚シートの培養方法（※）

特許対象 特許対象外

○再生医療分野の例



オープン・イノベーションに即した知財戦略を促進する

業務提携・Ｍ＆Ａ

医工連携共同研究・開発

○大学知財本部やＴＬＯの機能強化 ○企業の高度な知財戦略の促進
○総合プロデュース機能の強化 ○知財の融合を促す新たな仕組み
○国際標準総合戦略の実行 ○情報アクセス改善のための著作権法の改正 等

組織・分野・国境を超えて、地球規模で内外のリソースを積極活用
するオープン・イノベーションに即した知財戦略を促進

産学連携

３分野・業種の壁を超えて組織の枠を超えて 国境を超えて

農工連携

異分野融合

国際技術標準

国際共同研究

革新的技術・新事業の創出へ

＜ボーダレスなイノベーション・プラットフォームの構築＞



情報環境の変革

デジタル化・ネットワーク化のメリットを最大限いかし得る著作権制度の構築が必要
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・劣化しない複製が可能
・大量の情報蓄積・流通が可能
・容易な情報アクセス・利活用が可能

デジタル・ネットワーク
時代の特質

コンテンツのマルチユースに対応していない

技術進歩や新たな利用方法に対応していない

ネット上の違法な利用に対する対策が不十分

我が国の産業競争力、文化の発展を制約

利用の度に権利者の許諾が必要。このため、著作物の二次利用
コストが大きく、コンテンツ市場の発展を制約

①公共目的（図書館等）、研究開発などにおいて、権利者の利益
を不当に害しない場合であっても、形式的に著作権法に抵触す
る場合がある

②新たな技術やビジネスの出現に際し、柔軟に対応し得る規定
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デジタル・ネット時代に対応し著作権法を見直す

４



インターネット上の海賊行為への対策を強化する

官民合同ミッション等を通じて違法コンテンツを円滑に排除するよう外国政府に要請

増大するネット上の海賊版による被害を防ぎ、適法コンテンツの流
通を促進するため、ネット上における海賊版対策を強化

アニメ番組終了後投稿

さらに外国語字幕作成も

違法投稿者

アニメ被害実態の一例

日本
政府

外国
政府

要請

海外の
動画共有サイト

１サイトだけで
１週間に

600万件以上

ダウンロード

違法ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ

多数の
日本アニメの

海賊版 フィルタリングの導入等

５



国際知財システムの構築に向けて、我が国が国際的取組を主導

国際知財システムの構築に向けた取組を推進する

特許制度の国際調和を我が国が主導

共通の制度・運用各国で相違する制度・運用

国際的ワークシェアリングの拡大により世界的に審査を迅速化

国際出願に係る手続を電子化する 日中韓三極における原語出願の導入を目指す

例）米国の先発明主義

出願様式の相違

６

特許審査ハイウェイネットワークを拡大

通常手続（長い順番待ち）

特許審査ハイウェイ

・・・・・・

日本特許

米国特許
権利化のための
期間を大幅短縮

日本企業

（現在）

韓国語のみ

（現在）

中国語のみ

日本語での出願受付の導入



地域・対象に応じた日本ブランド戦略を構築する

アニメ、映画、音楽等のコンテンツを含む分野横断的な日本ブラ
ンドの確立と発信を図るため、地域・対象に応じて重点的に取り組
むべき戦略・アクションプランを構築

活 用

創 造
日
本
ブ
ラ
ン
ド
戦
略

日
本
ブ
ラ
ン
ド
戦
略

アニメ
映画
音楽
ゲーム
食
ﾌｧｯｼｮﾝ
地域
伝統文化
・・・

７

○海外向けの情報の充実
映像国際放送、Ｗｅｂサイト 等

○国内外の拠点を活用した発信
在外公館・国際空港における展示・催し

○イベントの充実による効果的な発信
コ・フェスタ、ＪＦＷ、メディア芸術祭 等

○海外発信に貢献した者の顕彰
国籍・年齢にとらわれない積極的な顕彰

○観光客やメディアへの情報発信
日本ブランドを取り入れた観光ツアー 等

日本ブランドの確立と発信の強化



外国

第三者

地名（例：青森）
著名商標（例：無印良品）

（１）我が国権利者の海外での商標登録等を促進する（マニュアルの整備等）

（２）我が国の産地名や著名商標が第三者によって登録されないように外
国政府に制度・運用の改善を働き掛ける

日本ブランド発信の観点から
海外での我が国の地名や著名商標を保護する

当該地名や商標を用いて海外市場
へ進出しようとする、我が国企業等
の事業展開を阻害するおそれ

外国政府

日本政府

日本企業等

８

我が国の地名や著名商標を商標登録

外国での商標登録第三者の商標登録
出願を拒絶

外国での商標登録を支援制度改正等の働き掛け
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